
第４号様式（第１０条関係） 

会    議    録  （要旨） 

会 議 名 第２回 武蔵村山市公共下水道事業財政健全化検討委員会（視察） 

開 催 日 時 平成１９年８月７日（火）   午後２時００分 ～  ３時３０分 

開 催 場 所 多摩川上流水再生センター 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：金井委員、天目石委員、田淵委員、榎本委員、佐藤委員、 

波多野委員、坂元委員、福島委員、乙幡委員、野島委員 

欠席者：なし 

議 題 

視察内容 

（１）概要説明 

（２）汚水処理工程の説明 

（３）施設見学 

＜施設見学終了後＞ 

議題 

１ 会議録の承認について 

２ その他 

 

結 論 
（決定した方針、残された問

題点、保留事項等を記載す

る。） 

視察内容について：多摩川上流水再生センター長及び、東京都下水道局流域

下水道本部技術部計画課課長補佐から施設の概要説明、

処理工程についての説明後、施設見学を実施。 

議題１について： 第１回検討委員会における会議録の承認については、「武

蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関する指

針」第１１条の規定により、会議において承認され、確

定された。 

議題２について: 今後の会議の開催予定について事務局より説明。 

第３回検討委員会を８月２９日（水）午前９時３０分 

また、第４回目を９月２７日（木）午前１０時開催で承

認された。 

 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則として

発言順に記載し、同一内容

は一つにまとめる。） 

式次第 

○ 視察内容 （１）概要説明 

       （２）汚水処理工程の説明 

       （３）施設見学 

＜施設見学終了後＞ 

○ 議 題 

 １ 会議録の承認について 

 ２ その他 

 

＜施設見学会終了後から＞ 

 

会 長   それでは、第２回武蔵村山市公共下水道事業財政健全化検

討委員会の会議を始めたいと思います。施設見学の後で大変

お疲れだとは思いますが、これより、議題１「会議録の承認

について」を議題とさせていただきます。 

事務局より説明をお願いします。 



 

事務局   それでは、委員の皆様にお配りいたしました、第１回の武

蔵村山市公共下水道事業財政健全化検討委員会の会議録を

お配りさせていただいた訳でございますけれど、見づらい

ところもあるかとは思いますが、会議録の承認につきまし

ては、「武蔵村山市附属機関等の会議及び会議録の公開に関

する指針」の第１１条に規定されており、会議録は、当該

会議録に係る会議の開催日以後１か月以内に、会議におい

て承認を受けて確定するものとなっております。 

また、１１条２項におきましては、１か月以内の期間内に

会議を開催する予定がないときその他同項の規定により難

いときは、当該会議録に係る会議に出席した委員全員の承

認を受けることにより、同項の承認に代えることができる

とされております。 

このことから、お配りしてございます会議録につきまし

て、承認していただきたく、よろしくお願いいたします。

会 長    ただいま、議題１の説明が事務局よりありましたが、

これについて質疑等ございましたらお受けいたします。 

会 長    質疑等ございませんでしょうか。 

会 長     質疑等ないようでございますので、会議録は承認された

こととしたいと思います。それでは、議題「２その他」に

入ります。 

事務局より説明をお願いします。 

事務局    それでは、議題２「その他」でございますが、今後の会議

の開催予定につきまして、第３回目は８月２９日（水）９

時３０分を予定させていただきたいと思います。通知はこ

れから差し上げます。 

また、第４回目を９月下旬ということで前回話をさせて

いただきましたが、９月２７日（木）午前１０時から開催

させていただきたいと思います。是非よろしくお願いしま

す。 

会 長    それでは、８月は２９日の午前９時３０分。第４回は９月

２７日１０時からということでよろしいでしょうか。 

委 員   はい。 

会 長      それでは、特にないようですので、第２回武蔵村山市公

共下水道事業財政健全化検討委員会を終了したいと思いま

す。 

皆様大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 



 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公   開                        傍聴者：     ０ 人

□ 一部公開 

□ 非 公 開 

※一部公開又は非公開とした理由 

   

   

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■ 公   開 

□ 一部開示（根拠法令等：                             ） 

□ 非 開 示（根拠法令等：                             ）  

 

庶 務 担 当 課 生活環境部  下水道課 （内線：２５５） 

                        （日本工業規格 A列４番） 


